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9
月
21
日
㈮
、
第
6
回
東
区
協
議
会
が
出

席
委
員
17
人
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

補
欠
委
員
の
推
薦
方
法
に
つ
い
て

　

東
区
区
振
興
課
か
ら
、
浜
松
市
東
区
自
治
会

連
合
会
へ
の
推
薦
依
頼
を
行
う
旨
の
説
明
が

あ
り
、
質
問
・
異
議
な
く
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

（
新
）
地
域
力
向
上
事
業
再
編
方
針
に

つ
い
て

　

区
振
興
課
か
ら
、以
下
の
よ
う
な
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。
説
明
の
イ
メ
ー
ジ
は
次
の
通
り
で
す
。

︿
委
員
か
ら
の
質
問
﹀

Ｑ
地
域
力
向
上
事
業
再
編
の
目
的
は
、
予
算
の

削
減
な
の
か
。

Ａ
事
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と

が
第
一
の
目
的
で
あ
る
。

Ｑ
予
算
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
か
。

Ａ
平
成
25
年
度
の
予
算
に
つ
い
て
は
、
平
成
24

年
度
の
事
業
予
算
を
基
本
に
し
て
検
討
し
て

い
く
。

Ｑ
助
成
事
業
に
お
け
る
補
助
率
な
ど
の
判
断

基
準
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

Ａ
東
区
で
は
、
事
業
の
対
象
者
が
特
定
の
人
か

不
特
定
多
数
か
を
一
つ
の
判
断
基
準
と
し
て
い

る
。
今
後
、東
区
で
実
施
要
綱
を
策
定
し
て
い
く

た
め
、
判
断
基
準
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
。

Ｑ
新
し
い
「
区
課
題
解
決
事
業
」
と
は
、
ど
の

よ
う
な
事
業
を
予
定
し
て
い
る
の
か
。

Ａ
検
討
中
で
あ
る
が
、
平
成
24
年
度
で
い
え
ば
「
交

通
安
全
声
か
け
運
動
」
な
ど
が
該
当
す
る
。

Ｑ
区
民
の
主
体
的
な
活
動
を
支
援
す
る
事
業
が

「
区
民
活
動
振
興
事
業
」
で
あ
る
と
し
て
い
る

が
、
事
業
主
体
は
、
東
区
と
な
る
の
か
。

Ａ
「
区
民
活
動
振
興
事
業
」
の
事
業
主
体
は
、

東
区
と
な
る
。
区
民
か
ら
の
提
案
企
画
で
あ

れ
ば
、
東
区
が
事
業
主
体
と
な
っ
て
、
業
務

委
託
先
を
提
案
団
体
と
す
る
場
合
も
あ
る
。

Ｑ
再
編
後
も
区
の
独
自
性
を
出
せ
る
の
か
。

Ａ
平
成
25
年
度
予
算
で
は
、
区
の
裁
量
で
要
求

で
き
る
予
算
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
東
区
の

独
自
性
が
あ
る
事
業
と
し
て
「
東
区
俳
句
の

里
づ
く
り
事
業
」
な
ど
を
実
施
す
る
。

東
区
協
議
会
だ
よ
り
 Vol.
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協
議
事
項
に
つ
い
て

報
告
事
項
に
つ
い
て

　
「
あ
ん
し
ん
情
報
キ
ッ
ト
」は
、緊
急
時
に
救

命
活
動
な
ど
に
役
立
つ
情
報
を
、冷
蔵
庫
に
入

れ
て
保
管
し
て
お
く
も
の
で
す
。単
身
高
齢
者

や
高
齢
者
世
帯
に
配
布
さ
れ
て
い
ま
す
。

交
通
安
全
委
員
会

　

人
身
交
通
事
故
発
生
状
況
を
確
認
し「
死

亡
事
故
ゼ
ロ
、交
通
事
故
減
少
を
目
指
す
啓

発
活
動
」に
つ
い
て
検
討
し
て
い
ま
す
。東

区
内
で
、交
通
事
故
が
多
発
し
て
い
る
交
差

点
や
、交
通
安
全
対
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る

道
路
な
ど
を
視
察
し
て
、今
後
の
対
策
や
啓

発
活
動
を
検
討
す
る
予
定
で
す
。

地
域
防
災
委
員
会

　

区
版
避
難
行
動
計
画
策
定
会
議（
全
５
回
）

に
参
加
し
、災
害
発
生
箇
所
の
現
地
視
察
や
冊

子
の
内
容
検
討
を
行
い
ま
し
た
。ま
た
、来
年

の
冊
子
配
布
時
期
に
合
わ
せ
て
、冊
子
の
活
用

方
法
の
説
明
会
の
開
催
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

南
海
ト
ラ
フ
の
巨
大
地
震
に
よ
る
津

波
高
・
浸
水
域
等
（
二
次
報
告
）
及
び

被
害
想
定
（
第
一
次
報
告
）
に
つ
い
て

　

区
振
興
課
か
ら
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

︿
委
員
か
ら
の
質
問
﹀

Ｑ
津
波
タ
ワ
ー
な
ど
の
避
難
施
設
の
建
設
は
、

地
域
住
民
以
外
の
人
数
に
つ
い
て
考
慮
さ
れ

て
い
る
か
。

Ａ
地
域
住
民
の
80
〜
90
％
で
収
容
人
数
を
想
定

し
て
い
る
。
地
域
住
民
以
外
の
滞
在
者
も
考

慮
し
て
の
想
定
で
あ
る
。
危
機
管
理
課
に
新

し
く
津
波
対
策
グ
ル
ー
プ
が
組
織
さ
れ
た
。

Ｑ
天
竜
川
の
水
害
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に

想
定
し
て
い
る
の
か
。

Ａ
今
回
の
報
告
で
は
、
東
区
ま
で
の
遡そ
じ
ょ
う上
は
報

告
さ
れ
て
い
な
い
。
現
時
点
で
は
、
遡
上
に

よ
る
被
害
よ
り
も
、
堤
防
の
決
壊
な
ど
に
よ

る
被
害
が
心
配
さ
れ
て
い
る
。
国
土
交
通
省

に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
堤
防
の
強
度
に
関
し

て
は
十
分
な
強
度
が
あ
る
と
報
告
を
受
け
て

い
る
が
、
今
後
も
堤
防
強
度
に
つ
い
て
は
、

検
証
し
て
い
く
。

地
域
福
祉
委
員
会

　

東
区
内
の「
高
齢
者
福
祉
」を
テ
ー
マ
に
、高

齢
者
が
直
面
し
て
い
る
課
題
を
さ
ま
ざ
ま
な
角

度
か
ら
検
証
し
、「
孤
独
」「
孤
立
」と
い
っ
た
高

齢
者
特
有
の
課
題
の
解
決
に
向
け
、有
効
的
な

事
業
を
検
討
し
ま
す
。

　

今
年
度
は
、浜
松
市
全
域
で
実
施
し
て
い
る

「
あ
ん
し
ん
情
報
キ
ッ
ト
」の
具
体
的
な
活
用
事

例
を
調
査
し
、効
果
的
な
活
用
方
法
や
啓
発
活

動
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
き
ま
す
。

︿
東
区
に
お
け
る
再
編
の
イ
メ
ー
ジ
﹀

地域力向上事業

本庁各課→区役所配分予算
（区固有のソフト事業）

（新）地域力向上事業

区大事業

市民提案による住みよい
地域づくり助成事業

地域課題を解決する
区企画事業

歴史街道文化振興事業
歴史街道文化振興事業ほか

（仮称）住みよい区づくり
助成事業

区役所費区役所費

（仮称）区民活動振興事業

（仮称）区課題解決事業

現行（東区）平成２５年度再編方針

委員による天竜川の視察 委員による
上西町交差点の視察

委
員
会
活
動
に
つ
い
て


